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（平成２２年７月２日から平成２２年７月８日受付分） 

 

別紙 

○ 厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告（本省受付分）(10/07/12)   

厚生労働省に寄せられる「国民の皆様の声」につきましては、厚生労働行政の政策改

善につながるきっかけとなるものであることから、一週間分の集計結果と現時点での対応

等をとりまとめましたので、お知らせいたします。 

平成２２年７月１２日 

大臣官房総務課情報公開文書室 

（担当 ・内線）   室   長 小 林 洋 子 

室長補佐 大 村 良 平 

（電 話 代 表） ０３（５２５３）１１１１（内線７３２１） 



（単位：件）

来訪 電話 手紙 FAX メール 計

5 39 0 0 408 452

0 0 0 0 0 0

統計情報部 0 0 0 0 0 0

医政局 0 13 0 0 1 14

健康局 0 35 0 14 126 175

医薬食品局 0 33 0 0 3 36

食品安全部 0 2 1 0 0 3

労働基準局 0 240 0 0 75 315

職業安定局 0 32 2 0 112 146

職業能力開発局 0 6 11 0 15 32

雇用均等・児童家庭局 0 153 0 0 103 256

社会・援護局 0 60 2 0 0 166

障害保健福祉部 0 2 0 0 3 5

老健局 0 53 0 1 20 74

保険局 0 63 0 0 7 70

年金局 15 1 0 0 23 39

政策統括官 0 6 0 0 0 6

日本年金機構 35 342 25 0 43 445

55 1,080 41 15 939 2,234

国民の皆様の声の内訳 ↓
　政策・制度立案への提言 265

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 523

　法令遵守違反に関するもの 7

　その他 1,439

※ 主な国民の皆様の声は、担当部局別に次ページ以降に添付してあります。

合　　計

平成２２年７月１２日
大臣官房総務課情報公開文書室

厚生労働省に寄せられた国民の皆様の声・集計報告（本省受付分）

平成２２年７月２日～７月８日受付分

組　織　名

行政相談室
（各部局に属さないもの）

大臣官房
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ④

2 ④

3 ④

4 ④

5 ④

6

内　　容

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

行政相談室

相談係長　　松浦　洋平（内線７１３４）
（０３）５２５３-１１１１（代表）

　政策・制度立案への提言

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む）

0

0

部局（課室）名

照　会　先

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話

平成２２年７月２日～７月８日受付分

概　　要

合計

国民の皆様の声の
内訳（大分類） 　法令遵守違反に関するもの

5 39

　その他 452

FAX

4520 0

手紙

0

メール

408

今の日本はいろいろと問題が多い。公務員の皆さんは国民の
ためを考えて仕事をしてほしい。国民と同じ生活をして、気持
ちを分かって欲しい。（電話）

貴重なご意見として省内において
情報を共有いたしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度の改
善等を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

（主な国民の皆様の声）

※その他、消費税や外国人へのビザ発給緩和に関する
　 ご意見等の厚労省施策以外のご意見メールが多数
   ありました。

【ご意見：「国民の皆様の声」に関して】
私は大学院で医療経済学（主に病院経営）を研究しておりま
す。調べ物をしている際、恥ずかしながら、「国民の皆様の声」
を開示していることを本日初めて知りました。拝見させて頂き
ましたところ、1週間で寄せられた声は2,600件を超えているこ
とに驚きました。30ページにも及ぶPDFには、質問に対して丁
寧な返答が並んでいました。毎週返答の報告書、業務改善の
報告書を作成し、開示していることに感動しました。対応でさえ
も時間の要する面倒な作業かと思いますが、ぜひ、今後も続
けて下さい。素晴らしい取り組みだと思います！この国が今よ
りももっとよくなることを心より祈っています。何かと批判の多
い世の中ですが、無理しないで頑張ってください！
（厚生労働省「国民の皆様の声」意見メール）

貴重なご意見として省内において
情報を共有いたしました。

長妻厚生労働大臣と直接会話をして意見を言いたいので大臣
にかわってほしい。意見の内容はその時に申し上げる。（同様
の電話がありました。）

ご意見等の内容に応じて、所管
部局が組織として責任をもってご
意見等を承る旨をご説明し、了承
を得ました。

対　　応
項番

【ご意見：たばこの品質低下】
マイルドセブン１mソフトを愛飲しておりますがここ２ヶ月程前か
ら　時に粗悪品が気に成ります。フイルター部に引っ欠き傷を
見掛けました。フイルター部なら可としても　巻紙にも同様の傷
が有りました。そんな訳で　気に成ってしまうからかも知れませ
んがたばこ葉が均一に成っていない様な気もします。吸引時
火の広がりが不均一な物も有りました。１箱（２０本）に２・３本
ですが　数箱が私の手元に・・・愛飲は１日１箱強　購入はコン
ビニです。　参考までに
（厚生労働省「国民の皆様の声」意見メール）

厚生労働省の所管ではなく、日本
たばこ産業株式会社へご相談い
ただくよう返答いたしました。

【ご質問：保険について】
いま入院してますが、ゆうちょ保険に加入してます。書類も提
出し、１ヶ月過ぎて保険の人が着まして書類に印鑑やサインを
済ませ、１ヶ月半すぎましたが連絡がきません。ゆうちょ保険
は１ヶ月～２ヶ月はかかるのですか？治療費もまだ払えない
状態です。
（厚生労働省「国民の皆様の声」意見メール）

厚生労働省の所管ではなく、日本
郵政株式会社へご相談いただく
よう返答いたしました。
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件 件 件 件 件 件

件

件
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件

分類

1 ①

2 ①

3 ①

4 ①

5 ①

6 ①

診療業務等で多忙な医師に代わり、医療機関の事務職員が、カル
テ等の書類作成をすることは医師法上可能なのか教えて欲しい。

通知（医師及び医療関係職と事務職員等
との間等での役割分担の推進について）
を説明し、医師が最終的に確認し署名す
ることを条件に、事務職員が、医師の補
助者として記載を代行することができる旨
をご説明しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　外国の看護師免許を取得しており、来年、日本の看護師国家試
験を受験するために、国家試験受験資格認定審査の申請を考えて
いる。
　受験資格の認定基準に日本の中学校及び高等学校を卒業して
いない者については、日本語能力試験1級の認定が必要となって
いるが、2010年から日本語国家試験のレベルが改定され、従来の
４段階（１級～４級）から５段階（Ｎ１～Ｎ５）に増えている。このた
め、どのレベルでの認定が必要なのかを教えて欲しい。

2010年以降の日本語能力試験について
は、2009年までの試験の１級と合格ライン
がほぼ同じである「Ｎ１」レベルの認定が
必要となっている旨をご説明しました。

准看護師として三年以上働いてると看護師国家試験が受けられる
というのは事実か教えて欲しい。

保健師助産師看護師法第２１条第３号に
基づき、免許を得た後３年以上従事して
いる准看護師の方については、看護師学
校、または養成所において２年以上修業
しないと受験資格は得られない旨をご説
明しました。

外国の看護師学校を卒業し、外国において看護師免許を得たが、
日本でも看護師として働きたい。
このため、看護師国家試験受験資格認定審査の申請書類を入手
したいが、インターネットの接続環境が身近にないため書類のダウ
ンロードができない。入手方法について教えて欲しい。

封筒の表に「看護師国家試験受験資格認
定審査書類希望」と記載して、医政局看
護課まで返信用封筒と切手を郵送するよ
うにご説明しました。

病院に対してカルテの開示請求を行ったが、病院側に満足のいく
対応をしてもらえないため、行政機関としてどこか相談できる所は
ないか。

都道府県等に設置されている医療安全支
援センターに問い合わせていただくようご
説明しました。

厚生労働省は、医療法人が安定的に医療を提供できなくなる恐れ
があることが明らかとなった場合に、当該法人が開設する医療施
設に入院している患者に対して、引き続き安定的に医療が提供さ
れることを担保する制度を創設すべきである。

医療法人が安定的に医療を提供できなく
なる恐れがあることが明らかとなった場合
には、各都道府県において、当該医療法
人に対し、引き続き入院患者等への安定
的な医療の提供の確保に向け必要な措
置をとるよう助言・指導している旨をご説
明しました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 14

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 13 0 0 1 14

メール
国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 医政局

平成２２年７月２日～７月８日受付分

照　会　先
①　　　　指導課企画法令係（内線４１３７）
②③④　看護課総務係（内線２５９６）
⑤⑥　　　医事課総務係（内線２５６６）
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件 件 件 件 件 件

件
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件

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

5

④　たばこの値上げをすべきではない。 　貴重なご意見として拝聴いたしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　今回の事業仕分けで、生活衛生関係営業指導センターへの補助
金が廃止されましたが、国は零細事業者を潰そうとしているので
しょうか。
　有識者に生衛業等の零細事業者は入っているのでしょうか。
　現場の声が全く反映されていないと思います。
　指導センターは、融資、経営、衛生等の相談が気軽にできる無く
てはならない機関です。

　貴重なご意見として拝聴し、事業仕分け
の結果を受けて、現在、今後の対応につ
いて検討していると回答いたしました。

　今回の事業仕分けの評価結果については、大変不満に思ってま
す。
　仕分け人の意見として、「零細事業者のうち、生衛事業者だけを
サポートする理由はない」とありましたが、生衛法という法律で定
められた事業なのに、それらの理解もなく、法律も無視することに
なると思います。
　政務三役の方には正しい判断をお願いします。

　貴重なご意見として拝聴いたしました。

  事業仕分けで、管理理容師・美容師指定講習会が廃止とされま
たが、この場合、日々新しくなっている衛生に関する知識を得るた
め、理容師・美容師免許を更新の規定を設けなくてはいけません。
　ちゃんとした教育が必要だと思います。
　理容所・美容所は、国民の安全、安心を保障する所ですから良く
考えた行動をお願いします。

　貴重なご意見として拝聴いたしました。

　現在、新型インフルエンザワクチンは、どの病院で接種を受ける
ことができるのでしょうか？

　現在、新型インフルエンザワクチンは、
国と契約した受託医療機関で接種が可
能です。
　接種を受けることができる医療機関に
ついては、市町村のホームページや広報
資料などをご覧下さい。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 8

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 167

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 35 0 14 126 175

メール国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 健康局

平成２２年７月２日～７月８日受付分
照　会　先

健康局総務課
榎本　芳人（内線２３１３）
（ダイヤルイン０３－３５６５－２０７７）
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分類

6

④

7

⑤

8

①
②

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　全面禁煙はやりすぎではないか。 　貴重なご意見として拝聴いたしました。

　ある市の水道行政について相談したいので、執務室で相
談させてほしい。執務室ではなく、行政相談室で行うことは、
一般国民を排除しているようなものです。

　きちんと対応出来る者が行政相談室に
出向き対応していることをご説明しまし
た。

　原爆症認定の審査について、申請しているが認定状況はどう
なっているか。

　随時審査を行っているところであり、審
査には時間を要しているが審査基準の見
直しや審議会開催回数の増などにより対
応している旨説明いたしました。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①

3

①

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 医薬食品局

平成２２年７月２日～７月８日受付分
照　会　先 書記室管理係長　茂木　匡哉（２７０４）

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 33 0 0 3 36

メール

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 1

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 35

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

・現在、クローン病治療のため、カリフォルニア州で大麻を処方して
もらっている。日本でも大麻を医療用に使うことを認めて欲しい。

・日本国内で、大麻が難病治療に使えるように人に対しての研究
等が進められるよう、大麻取締法を改正して欲しい。

・大麻取締法では、大麻栽培者及び大麻
研究者でなければ大麻を所持し、栽培
し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため
使用してはならず、それ以外は厳しく規制
がされています。また、米国の一部地域
の取扱いがあることをもって、我が国にお
いて認める理由にはならず、国際機関で
ある国際麻薬統制委員会（麻薬条約事務
局）では、大麻に医療上の効果があると
は認めていない旨、ご説明いたしました。

・一般論として、大麻の研究は、大麻研究
者の免許を得ることで可能ではあります
が、人への施用は認めていない旨、ご説
明いたしました。

ホルムアルデヒド、スチレン等の室内濃度指針値は高すぎるので
はないか。

室内濃度指針値は、得られた毒性に係る
知見から、科学的に説明できる範囲で、
最も厳しい数値を算出していることをご説
明いたしました。
またその結果として、例えばスチレンは
WHO空気質ガイドライン値より低い値に
なっており、国際的にみても厳しい値と
なっていることをご説明しました。

３歳の時白血病の治療で輸血し、２３歳の時にＣ型肝炎ウイルス
に感染していることが判明した。給付金の制度について聞きたい。

（Ｃ型肝炎問題に関する問い合わせ多数）

「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝
固第IX因子製剤によるＣ型肝炎感染被害
者を救済するための給付金の支給に関
する特別措置法」の概要をご説明いたし
ましたが、この法律では、輸血は対象と
なっていないため給付金の対象とならな
い旨ご説明いたしました。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ②

2 ①

3 ⑤

4

合計

0

メール

1

　「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項」は、半
減期を考慮して魚介類の摂食量の目安を示しているのか。
また、注意事項は科学に基づいていないのではないか。

注意事項における魚介類の摂食回数
は、食品安全委員会で設定された週
間耐容摂取量を超えないように設定
している、また、検討にあたっては仮
定も含まれるが、これまでに得られて
いる知見を基に作成されている旨を
回答しました。

観光客増加のために、中国人へのビザ発給緩和に懸念を抱
いている。対象者は日本の人口より多くなると言われてい
る。未知の感染症が持ち込まれる可能性が高く、その他不
法滞在、治安の悪化等、経済政策のためだけに失われるも
のが多いのではないか。
○要望事項は、観光客が増加するのであれば、
　・検疫体制を強化すること
　・国内で健康で生活する人々を守る法律を同時に整備する
こと

ご要望として承り、省内へ報告させて
いただきます。

3

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する（地方支分部局で受け付け、本省に報告したものを含
む）、⑤その他、に分類。

　厚生労働省ホームページの「食品に含まれるカドミウムに
関するＱ＆Ａ」の問2において、カドミウムがもともと土壌中に
微量含まれるという事実に触れてられておらず、土壌中にカ
ドミウムが含まれることが、すべて人為的な原因によるもの
との誤解を与えかねない。

　当該Ｑ＆Ａの回答を、カドミウムは
鉱物中や土壌中など、天然に広く存
在する重金属であり、加えて、鉱山開
発や精錬などにより人為的に環境汚
染が生じた結果として、一部の地域で
土壌中カドミウム濃度が高くなった旨
の記述に修正。関係省庁に照会の
上、7月5日付けでホームページの改
訂を行いました。

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

局課（室）名 食品安全部企画情報課

照　会　先
総務係長　嶋田敏志（内線２４５０）
調整係長　瀬戸裕之（内線２４５２）
（ダイヤルイン　０３－３５９５－２３２６）

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 2

平成２２年７月２日～７月８日受付分

（主な国民の皆様の声）

0 02

FAX

項番 内　　容
概　　要

対　　応

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 1
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

5

①

　（労働者の方から）割増賃金計算における端数処理について、厚
労省の通達には「1ヵ月における時間外労働時間数の合計に３０
分未満の端数がある場合に、切り捨て」となっているのが納得でき
ない。

　1ヵ月における時間外労働時間数の合
計に1時間未満の端数がある場合に、30
分未満の端数を切り捨て、それ以上を1
時間に切り上げる取扱いを示したご指摘
の通達は、常に労働者の不利になるもの
ではなく簡便な事務処理を認めたもので
あり、労働基準法違反として取り扱わな
いことを説明し、ご理解を求めました。

　私の会社は遵法意識が高いと自負しているが、何故、私の会社
ばかりに労働基準監督官が監督指導にくるのか。
　周りには明らかに法律違反をしている会社があるのにそこへは
に行かないのか。

　臨検監督は、経済情勢、過去の指導結
果等各種情報に基づき対象を選定して実
施していることについて説明しました。
　また、法律違反を行っている会社があ
るのであれば、情報提供を願いたいこと
（匿名でも可）等についても説明しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　最近、公表された「未払賃金立替払事業」の実施状況について、
どこに載っているのか。またその内容について教えていただきた
い。

　5月19日に発表した「平成21年度の未払
賃金の立替払事業の実施状況」が掲載さ
れているホームページをご案内し、この
内容に基づき説明を行いました。

　労働保険の年度更新の書類提出時に対応した方の態度が馬鹿
にされた感じがした。

　労働局に対して、来客者に丁寧な対応
をするよう指示しました。

　建築業の元請業者は下請業者に適正な対価を支払っていない。
　国がそのような元請業者に対する指導をもっとしっかり行うべき
だ。

　元請業者と下請業者との請負契約につ
いては労働基準監督機関から指導を行う
ことができないことを説明しました。
　ただし、下請業者において労働基準法
関係法令違反が認められ、当該違反の
背景に元請業者による建設業法等に違
反する行為が存在しているおそれがある
場合、下請業者の意向に沿って、秘密保
持に万全を期した上で、国土交通省に通
報していることを説明し、ご理解を求めま
した。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 4

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 311

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

0 0 75 315

メール

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 労働基準局

平成２２年７月２日～７月８日受付分
照　会　先

総務課
監察官　　　小城　英樹（内線５５８６）
広報係長　　林田　淳一（内線５５８２）

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 240
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分類

6

①

7

①

8

④

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　営業先に行ったところ、入口に灰皿が置かれており、たばこの煙
が建物の中に流れており、そこの職員や訪問者が受動喫煙を受
けている状況であった。
　職員も訪問者も出入りする場所について受動喫煙とならないよう
に規制してほしい。

　職場における受動喫煙防止対策につい
ては、平成22年5月に「職場における受動
喫煙防止対策に関する検討会 」におい
て報告書を取りまとめたところであり、そ
の報告書を踏まえ、労働政策審議会にお
いて議論を開始することを説明し、ご理解
いただきました。

　健康管理手帳による健康診断日の連絡を受けたが、急遽都合
が付かなくなったので変更してもらうことはできないか。

　相談者の方へ通知した労働局にお問い
合わせいただき、健康診断の日程等の調
整を行うよう回答いたしました。

　世帯主が非正規社員の場合、現在の最低賃金では生活保護世
帯より厳しい生活を余儀なくされるため、最低賃金を1，000円以上
に引き上げて欲しい。

　貴重なご意見として伺いました。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1
①
④

2
①
②

3 ①

4 ②

自己都合で離職した場合、失業保険の給付に3ヶ月間の給付制限
がかかるが、3ヶ月間無収入になってしまうので、この制度を見直す
べきだ。

雇用保険制度の趣旨は、労働者の生活及
び雇用の安定と就職の促進のために、失
業された方や教育訓練を受けられる方等
に対して、失業等給付を支給するものであ
り、自己都合による離職は、任意的な離職
であることから、給付制限を設けている旨
ご説明し、ご理解いただきました。

求人票の記載事項は求職者にとって重要な情報なので、ハロー
ワークで受け付ける際にしっかりと確認してほしい。

ハローワークでは、求人情報が正確なも
のとなるよう事業主への確認に努めてい
ます。求人票の内容と求人条件が異なっ
ている場合は、ハローワークから事業主に
対し確認し、求人票の修正等の指導を行う
こととしております。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度
の改善等を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

ハローワークの求人票に年齢や性別が不問と書いてあるにもかか
わらず、連絡してみると年齢や性別を理由に断る企業があるので、
きちんと指導してほしい（具体的な企業名の記載なし）。

ハローワークにおいては、事業主に対し、
年齢や性別でなく能力や適性に基づき公
正に採用の判断を行うよう指導しておりま
す。年齢や性別を理由に不採用とする事
業所を把握した場合には、当該事業所に
対し指導を行うこととしている旨ご説明し、
ご理解いただきました。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
雇用調整助成金を受給している企業で、従業員を就業させているに
もかかわらず、休業を装っている企業を知っている。不正受給を行っ
ている恐れがあるため、調査してほしい（具体的な企業名の記載な
し）。

当該助成金については、不正受給に関
し、具体的な事業所名等の情報が寄せら
れた場合に加えて、労働局が任意に対象
を選定し、事業所給付監察官による実地
調査を行っているところです。また、不正
受給が認められた場合には返還手続きを
とるなど厳正な対処を行っているところで
す。なお、具体的な企業名を教えていただ
ければ、事実関係を把握し適切に対処す
る旨、ご説明しました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 5

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 92

　法令遵守違反に関するもの 6

　その他 43

合計

0 32 2 0 112 146

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX メール

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 職業安定局

平成２２年７月２日～７月８日受付分
照　会　先

公共職業安定所運営企画室
広報担当官　和田史絵（内線5682）
広報係長　　 比田井徹也（内線5739）
（直通03－3593－6241）
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分類

5
①
②

6 ①

7 ①

8 ④

9 ①

10 ②

教育訓練給付の拡充をお願いしたい。 雇用保険の教育訓練給付制度は、平成９
年に創設されて以降、社会情勢等をふま
え、助成率や支給要件について、必要な
見直しを行っている旨ご説明し、ご理解を
求めました。

雇用保険の失業等給付を不正に受給している者を知っている（具体
的な情報あり）。

いただいた情報を該当労働局に伝え、事
実関係を確認し適切に対処するよう指示し
ました。

中小零細企業の大半は赤字であり、社会保険料の負担は非常に重
く、入りたくても入れない。こうした中、ハローワークが社会保険に加
入していない企業からの求人を受け付けないのは、厳しすぎる対応
ではないか。

社会保険の加入は法令上義務付けられて
いる事項であり、従業員を雇用する上で最
低限守られるべき労働条件です。このた
め、加入手続を行っていない事業所から
の求人は、原則として受理していないこと
をご説明し、ご理解いただきました。

ハローワークにおける名刺配布の件については、税金の無駄であ
る。

ハローワークにおける名刺配布について
は、
職業相談等において、利用者の方から一
層の安心と信頼を得られるようにするとと
もに、相談内容に不明な点等があった場
合に円滑に問い合わせすることができるよ
う、サービス改善の一環として、実施する
こととしたものです。

ハローワーク駐車場の混雑緩和を図られたい。 該当ハローワーク庁舎の周辺には、駐車
場として借りられる適当な土地がないた
め、誘導員を配置し混雑解消に向けて取
り組んでいるととともに、来所者に対して
は、極力公共交通機関での来所をお願い
している旨ご説明し、ご理解を求めまし
た。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度
の改善等を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

ハローワークの担当が企業に対して積極的に求人のアプローチをす
るなどして、ハローワークの求人情報を増やしてほしい。

現在ハローワークでは求人開拓推進員を
増員し、企業訪問回数を大幅に増やして
います。また、各ハローワークの所長を先
頭に企業、事業主団体への求人要請も
行っているところです。引き続き求人確保
のため努力してまいります。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1
①
④

2 ①

3 ②

4 ①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度の改善等を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

職業能力開発局

総務課
総務課長補佐　尾田 進（内線５９０７）
総務係長　　　　大原　竜太（内線５９１１）
（直通　０３－３５０２－６７８３）

　政策・制度立案への提言 13

部局（課室）名

照　会　先

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

6 150

　雇用・能力開発機構で実施している公共職業訓練の受講
の申込みをしたが、選考で不合格となった。どのような基準
で選考を行っているのか。

　公共職業訓練の選考については、面接や適性検
査等により、適性、能力のみならず、就職意欲や訓
練受講の必要性等を含めて総合的な評価を行うこ
とにより、受講者を選考しており、選考の結果、応
募者の方々の希望がかなわない場合もあることを
説明いたしました。
　また、受講を希望する方々に可能な限り受講いた
だけるよう、職業訓練の受講機会の確保に努めて
いくことも併せてお伝えいたしました。

内　　容
概　　要

　先般、労働政策審議会において「おおむね妥当」と答申さ
れた「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律
案要綱」においては、雇用・能力開発機構の廃止に伴い、事
業を承継する新法人で在職する職員を包括承継するのでは
なく、採用方式とすることとされているが、重大な雇用問題が
生じるものであり、本法案の作業の中止を要請する。
（ほか同様の意見１０件）

　組織の統廃合に伴う職員の移籍については、承継法
人に包括承継させる方式や、採用方式など、様々な方式
があり得ます。
　今般、包括承継ではなく、採用方式をとるのは、雇用・
能力開発機構については、各種施設の設置運営の在り
方等について問題を指摘されてきたことから、法人を廃
止し、抜本的に組織を見直すこととしたため、職員の雇
用契約についても、いったん整理する採用方式を採るこ
ととしたものです。
　雇用・能力開発機構の廃止に当たっては、職員の雇用
問題に最大限配慮することとしています。
　具体的には、新法人においては、職業能力開発業務を
的確に実施するための人員枠を確保する一方、業務の
スリム化による職員の削減については、定年退職者の
不補充による自然減等により対応することとしており、昨
年１２月の閣議決定の趣旨を踏まえ、雇用問題に配慮し
た対応を考えています。
　当省としても、関係独立行政法人において、雇用問題
への配慮という趣旨を十分踏まえた対応がなされるよう
要請してまいりたいと考えています。

　基金訓練はいつまで実施される制度なのか。これからも継
続できないか。

　基金訓練については、平成２３年度から「求職者
支援制度」として恒久化することとしています。

　基金訓練について、「世帯の主たる生計者である方」と「年
収が２００万円以下、かつ世帯全体の年収が３００万円以下
の方」との要件により、受講することができない。
　住民票を移したくもないので、この要件を廃止して、世帯の
主たる生計者でない方の職業訓練の受講を促進してほし
い。

　職業訓練の受講中に受けられる「訓練・生活支援
給付」は、御家族の経済的支援を受けられない方
を対象としているため、御指摘の支給要件がありま
すが、基金訓練の受講について、そのような要件
はありません。
　その基金訓練を受講することが再就職のために
必須であること等の要件を満たす限り、受講いただ
くことができます。

平成２２年７月２日～７月８日受付分

32

項番

メール

対　　応

　法令遵守違反に関するもの

（主な国民の皆様の声）

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

0

　その他

1

6

12　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む）

11
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分類

5 ①

6 ①

7 ①

8 ①

9 ①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度の改善等を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　ジョブ・カード制度を利用して、雇用型訓練を実施してみた
いが、初めてなのでどうすればいいか分からない。

　事業内容や事業主の意向に沿った訓練計画の策
定等、制度全般的な相談に応じる窓口機関として、
最寄りのジョブ・カードセンターを御案内いたしまし
た。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

　ジョブ・カードは意味がないのではないか。 　ジョブ・カードには、次のようなメリットがあります。
是非御活用ください。
①履歴書・職務経歴書として活用できるだけでな
く、キャリア・コンサルタントによるきめ細かなキャリ
ア・コンサルティングを受けて、その内容をジョブ・
カードに記録していくことにより、職業意識やキャリ
ア形成上の課題を明確にすることができ、職業選
択やキャリア形成の方向づけができること。
②ジョブ・カード制度の企業実習と座学を組み合わ
せた職業訓練を受講した場合、実習を行った企業
から評価シートが交付され、その後の就職活動等
にも役立てることができること。

　職業訓練の受講中に訓練・生活支援給付を支給をするの
は過剰な支援ではないか。
（同様の意見ほか１件）

　再就職のために新たな技能等を習得する必要が
あるものの、経済的な事情により職業訓練が受講
できない方々に対して、訓練・生活支援給付を支給
することが必要である旨を説明し、理解を求めまし
た。

　訓練・生活支援給付は、単身者：月１０万円、扶養家族あ
り：月１２万円と支給金額が異なることとなっているが、扶養
家族の有無はどのような書類で確認するのか。

前年の源泉徴収票、各種健康保険証の「扶養者氏
名」欄又は扶養者の被保険者カード等で確認する
旨を説明しました。

　基金訓練を受講しているが、受講生に真剣さが足りないよ
うに思われる。訓練・生活支援給付を廃止した方が、もっと意
欲のある受講生が集まるのではないか。

　職業訓練は、その受講が再就職に必須であるこ
とや受講に必要な能力を有すること等の要件を満
たしている方が受講いただくものです。
　このため、ハローワークの相談時に受講希望者
の能力等に応じた適切な訓練コースへの誘導を徹
底してまいります。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

④

2

④

3

④

4

①

5

①①利益を追求する株式会社を、保育サービス事業に参入させるの
は問題ではないか
②財源を一元化するとあるが、市町村の台所事情によって平等な保
育が受けれなくなるのは問題ではないか
③保育所最低基準を撤廃・緩和する事は問題ではないか

貴重なご意見として承るとともに、新システ
ムに関する検討内容についてメールを返
信いたしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検
討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

育児・介護休業法の育児のための短時間勤務制度について、対象
となる子の年齢を中学校就学前等まで延長してほしい。

貴重なご意見として承りました。

不育症の治療について、保険の適用や助成金の交付をして欲しい。
また、不育症について、普及啓発をして欲しい。

貴重なご意見として承りました。

新システムでは保育の必要性を認定するとしているが、事務手続き
が煩雑になる上、認定枠以上の利用が完全自己負担になり、負担
が現在よりも増えるのではないか。

貴重なご意見として承るとともに、新システ
ムに関する検討内容についてメールを返
信いたしました。

・外国人に子ども手当を支給すべきではない。
・子ども手当自体を行うべきではない。
・子ども手当よりも保育所を増やすことが必要。
・所得制限を設けるべきである。

貴重なご意見として承りました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 102

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 5

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 149

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 153 0 0 103 256

メール国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 雇用均等・児童家庭局

平成２２年７月２日～７月８日受付分
照　会　先

雇用均等・児童家庭局総務課長補佐
　重元博道（内７８１７）
電話：０３－３５９５－２４９１
FAX：０３－３５９５－２６６８
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分類

6

④

7

②

8

④

9

①

10

①

11

③

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検
討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

最近、児童養護施設に入所している児童に対する虐待が問題に
なっている。これらの事件を厚生労働省は知っているのか。このよう
な児童は親が子育てを放棄したために施設に入所せざるを得ない
ような子どもたちであり、施設に入所してさらに虐待という酷い待遇
を受けているのは見過ごすことができない。法律をつくるなど、何と
かしてほしい。

次の内容にて説明。
① 各事案については報道を通して情報を
把握しているほか、関係自治体から個別
に情報提供していただいています。また、
現在昨年度中にこのような事件がどれくら
いあったのか、調査しているところです。
② 児童養護施設などに入所している児童
に対する虐待については、児童福祉法の
改正によって被措置児童等虐待の禁止が
明記されました。被措置児童等虐待という
痛ましい事件がなくなるよう、今後も取り組
んでまいります。

児童扶養手当の所得制限について
父子家庭は母子家庭に比べて収入も高いにもかかわらず、母子家
庭と同様の金額で所得制限をするというのは如何か。やっと父子家
庭にも差別されず児童扶養手当が支給されると喜んだが、ふたを開
けてみるとやはりまだ不平等な制度だと感じる。

父子家庭への児童扶養手当の支給拡大
は、ひとり親家庭という点で、育児と生計を
一人で担わなければならないという状況は
母子家庭と同一であるという趣旨から行わ
れ、所得制限においてもこの趣旨から、父
子家庭にも同様の設定としていること、ま
た、仮に母子家庭と異なる金額を設定した
場合、収入の高い父子家庭に児童扶養手
当が支払われる一方、同じ収入である母
子家庭には支払われないことになり不合
理である旨、説明しました。

児童扶養手当
なぜ児童扶養手当の支払いは４ヶ月に１度なのか。児童扶養手当
の目的が、児童が育成される家庭の生活の安定ならば、毎月支給
すべきではないか。

児童扶養手当の支払回数を増加させる
と、地方自治体の事務負担が増加するた
め、地方自治体の意見をよく伺っていきた
いと考えている旨、説明しました。

「保育制度改革」は早く子どもを親から引き離し、働き手を確保しよう
とする政策に思える。
今でさえ親子の「絆」の希薄さが問題となっている社会にあって、十
年後、二十年後の日本、親子の関係に懸念を抱いている。

室内で情報を共有しました。

労働局雇用均等室に電話したところ、長く待たされたあげく、たらい
まわしにされた。

当該労働局雇用均等室に対応の改善を
求めました。

中小企業子育て支援助成金の支給要領の改正により支給対象外と
なったが、対象労働者がすでに復職している場合については旧要領
により審査する等の経過措置が必要である。

改正について説明し、ご理解をいただきま
した。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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分類

12

①

13

①

14

⑤

15

⑤

16

⑤

児童扶養手当
児童が遺族年金を受給しているが、おそらく児童扶養手当を受給す
るよりも少ない額である。公的年金と併給ができないのであれば、年
金受給を辞退したら児童扶養手当を受給できるようにしていただき
たい。

児童扶養手当と公的年金が、ともに所得
保障という同一の性格を有する給付であ
ることから二重給付となってしまうため、公
的年金との併給はできないこととなってい
る趣旨を説明し、併給調整を見直すこと
は、所得保障施策体系全体の中でそのあ
り方は慎重に検討する必要がある旨お伝
えしました。

児童扶養手当
少額でも公的年金（老齢年金）を受給していたら、児童扶養手当が
受給できないというのは納得がいかない。公的年金との併給調整を
見直すよう積極的に議論すべきである。

児童扶養手当と公的年金が、ともに所得
保障という同一の性格を有する給付であ
ることから二重給付となってしまうため、公
的年金との併給はできないこととなってい
る趣旨を説明し、併給調整の見直すこと
は、所得保障施策体系全体の中でそのあ
り方は慎重に検討する必要がある旨お伝
えしました。

児童扶養手当
妻が亡くなった際、「遺族年金は父と子が生計同一でない場合は支
給されないので公的年金を請求しても無駄だ」との説明をうけ手続
きをしていなかったが、児童扶養手当の認定にあたり、公的年金の
裁定請求を行わないと認定できないという。今更公的年金の裁定請
求をするのは無駄だと感じる。

貴重なご意見として拝聴しました。

年金受給権取得後の児童扶養手当の支給停止規定の廃止を要望
する。年金収入も含めた所得制限に該当するなら理解できるが、身
銭を切って払い込んだ年金の受給権が発生したからといって、総所
得に関係なく打ち切るのは非情である。

貴重なご意見として拝聴しました。

生活のことを考え夜勤のある勤務につき、寝る間を惜しんで必死に
仕事をこなしても、収入が上がるたびに手当が減額されるのは納得
いかない。

貴重なご意見として拝聴しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検
討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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分類

17

④

18

①
④

19

④

20

①
④

21

④特定不妊治療助成事業について、海外に住む日本人も対象にして
欲しい。

貴重なご意見として承りました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検
討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　認可外保育施設を経営しているが、市は認可外保育施設に関して
住民向けの情報提供をしてくれない。この件について、厚生労働省
としてどのような指導をしているのか教えて欲しい。

　認可外保育施設に関する情報提供につ
いては、市町村に対して努力義務を課して
いますが、個々の市町村に対し指導は
行っておりませんので、ご理解ください。ま
た、都道府県にも情報提供について通知
しておりますので、そちらにもお問い合わ
せいただきたい旨回答しました。

　保育士の需要は高まっているのに、保育士試験の受験資格は、高
卒だと正規職員としての実務経験が必要とされ、門が狭いと思う。高
卒だからといって受験もできないのはおかしいと思う。

貴重なご意見として承りました。

　発達障害児の息子を保育所に通わせている主婦であるが、保育
所職員から自宅ではもっと厳しくしかるようにと指導を受けたり、必
要以上にお昼寝の時間が長かったり、保護者に無断で臨床心理士
に息子を見せたりなど、発達障害に関する知識がない職員から、全
く正反対の指導を受けたため、息子も私も混乱した日々を送らざる
を得なかった。
　こういったことが二度と生じないよう、行政に一刻も早い対応を求
める。

　ご意見を踏まえ、国としても保育士等の
研修等で発達障害等の知識や保育のあり
方、保護者支援等、子どもと保護者の理
解や指導の専門性を深め、より質の向上
に努めていく旨回答しました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要
　保育所と幼稚園を一緒にするという話があるが、純粋な保育園や
幼稚園を望む人にはその選択肢を残すべきである。また、保育士と
幼稚園教諭の資格を「こども士」という資格に統一することについて
も、「こども士」という名前から専門性が感じられない。
　働く人にばかり目を向けているのではなく、幼児期を大切に親が育
てていきたいと思っている人は多いことを知って欲しい。

貴重なご意見として承りました。

（主な国民の皆様の声）
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

④

3

④

4

①
④

5

①　社会福祉法に基づく社会福祉主事任用資格の取得方法につい
て教えてほしい。

　社会福祉法に基づく資格取得方法につ
いて詳細を説明し、ご了解いただきまし
た。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　真面目に働き年金保険料を支払った者より、社会保険料、税金
も払わない生活保護受給者の方が受給額が多く貰え、良い生活
が送れるのは納得がいかない。国民年金の受給額を上げるか、生
活保護基準を年金より下げることが必要。

　ご意見としてお伺いいたしました。
　なお、生活保護基準のあり方につきまし
ては、ナショナルミニマム研究会での議
論も踏まえて今後考え方を整理していく
予定でございます。

　生活保護制度の不正受給や貧困ビジネスについて報道されてい
る。本当に必要な人に使われる制度となるように、調査の徹底、不
正受給者への厳罰化を図るべき。

　生活保護制度における不正受給の防
止につきましては、生活保護の受給要件
について厳格な審査を実施するよう引き
続き徹底を図り、生活保護の適正な運用
に努めてまります。

　介護福祉士の受験資格取得に係る実務経験ルートにおいて6月
の養成課程の受講が必要となるのは何年度の試験からとなるか
教えてほしい。加えて、働きながら受験資格を取得できるように受
講料等の受講生にかかる負担軽減策を充実させて欲しい。

　現在、当該ルートの受験資格について
は、検討会を実施し調整中であることを
お伝えしたうえで、平成24年度の試験よ
り受講が必要となる旨を説明し、ご了解
いただきました。また、ご要望については
貴重なご意見として拝聴しました。

　入国した40数名の外国人にすぐに生活保護が認められたという
が、生活保護はまず日本国民に優先されるべきものである。財政
難のなかで、日本人よりも外国人に優先して保護が認められると
いうのは理解できない。健常な外国人には祖国に帰っていただく
べきである。

　ご意見としてお伺いしました。
　生活保護法は、憲法２５条に「すべて国
民は、健康で文化的な最低限度の生活
を営む権利を有する」と規程されているこ
とから、基本的には日本国民のみを対象
としておりますが、適法に日本に滞在し、
就労活動に制限を受けない永住、定住等
の在留資格を有する外国人については、
社会的・人道的観点から、日本人と同じ
取扱いとしております。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 3

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 35

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 127

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 59 2 0 104 165

メール国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 社会・援護局（社会）

平成２２年７月２日～７月８日受付分
照　会　先

社会・援護局総務課
　課長補佐　増井　英紀（内線２８１３）
社会・援護局書記室
　管理係長　佐藤　敏彦（内線２８０３）
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分類

6

①

7

①

8

①

9

①

10

④
⑤

　民生委員の担当者名簿の公表は、各自治体に委ねるのではな
く、国で一括して公表するように指導してほしい。

　民生委員制度は、自治事務であり、ま
た個人情報保護条例は各自治体におい
て定められているため、国で一括して公
表することは適してないと考えておりま
す。

　消費生活協同組合において実施している共済事業の契約者よ
り、掛金について苦情相談。

　室内でご相談内容について情報共有
し、対応について検討しました。
　検討後、当該組合に対して、契約者に
対して真摯なご説明をするように伝え、ご
相談内容を報告しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

　介護福祉士及び社会福祉士の資格取得方法について、どのよう
な取得方法があるのか教えてほしい。

　士士法に基づく各資格取得ルートにつ
いて詳細を説明し、ご了解いただきまし
た。

　生活福祉資金貸付（総合支援資金）を申請したところ不承認の通
知が来た。納得がいかないので何とかならないか。

　総合支援資金貸付は、低所得者世帯で
あって、失業等により生活が困窮してお
り、他の公的給付等を受けることが出来
ない方を対象とした貸付であるという制度
の趣旨をご説明し、不承認となった詳細
な説明等をお聞きになりたい場合は、貸
付申込みを行った社会福祉協議会にご
相談くださいと回答しました。

　民生委員は、高齢者のみの世帯にしか訪問しないのか。家族が
いる場合は訪問しなくてよいという法令があるのか。年に１回でも
構わないので訪問してほしいのに、同居の家族がいるからという
理由だけで訪問に来てくれない。

　民生委員法では、必要に応じて住民の
実態を把握するよう規定があり、民生委
員の方には実情に応じて家庭訪問をして
いただいております。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

④

2

　

3

　

4

　

5

　

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 社会・援護局援護課

平成２２年７月２日～７月８日受付分
照　会　先

社会・援護局援護課
給付係長　岡田（内線３４２６）

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 1 0 0 0 1

メール

戦没者である兄の特別弔慰金の国庫債券について、生活保護受
給者（又は生活保護受給に陥るおそれのある者）でなくとも、割り
引かれてもよいので一括して買い上げて欲しい。

　国庫債券でお渡しする趣旨（一定期間
にわたって償還を行うことによって、国と
しての弔慰の意を実感していただけると
考える）をご説明した上、ご意見として
承った。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 1

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 0

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

　

　

　

　

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。
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社会・援護局障害保健福祉部

件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 4

2 4

3 4

4 4

5

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

障がい者制度改革の会議について、自分も参加して意見を話させ
てほしいが、都内の障害者団体に加盟していないと参加すること
ができないのか。
障害者の方々が何を困っているかは、地方によって違うと思う。
一人一人個々に考えが違うので多くの方々の話を現場の方々が
聞いてくれれば新しい制度移行する際に凄く役に立つと思う。
是非参加させてほしい。

総合福祉部会は55人の委員で構成され
ており、委員をさらに増やすことは困難で
す。委員以外の方から意見をいただくこと
についてどうするかは、部会長や内閣府
の担当部署と相談させていただきたいと
思います。

総合福祉部会には、障害者団体の代表しか委員として参加してい
ない。
彼らのような団体の代表だけでは、障害者が抱えている問題は分
からない。
障害者団体の役職についていない、一個人である障害者も委員と
して参加させてほしい。

総合福祉部会は55人の委員で構成され
ており、委員をさらに増やすことは困難で
す。委員以外の方から意見をいただくこと
についてどうするかは、部会長や内閣府
の担当部署と相談させていただきたいと
思います。

ヘルパー利用については、居宅介護のように国で提供内容を定め
ているものと、地域生活支援事業の移動支援事業のように各自治
体で提供内容が決定可能なものとに分かれているが、その線引き
がサービスを利用する障害者にわかりづらいため、各自治体に
しっかり情報提供していただきたい。

障害福祉制度の内容については障害保
健福祉関係主管課長会議等を通じて各
自治体に情報提供しているところであり、
今後もそのような機会を通じて情報提供
していく旨をお伝えいたしました。

障がい者制度改革推進での人選について、今までの延長に、少し
方法論に変化が見えるくらいにしか感じない。
当事者や当事者家族、意見を言う手段を持たない障がいの状態
の人の意見が反映されるようにしてほしい。
委員として参加している当事者の方たちは、すでに環境を得てい
る人がほとんどで、必要な施策はもっと水面から下のほうにたくさ
んある。

総合福祉部会は55人の委員で構成され
ており、委員をさらに増やすことは困難で
す。委員以外の方から意見をいただくこと
についてどうするかは、部会長や内閣府
の担当部署と相談させていただきたいと
思います。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 3

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 1

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 1

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 2 0 0 3 5

メール国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名

平成２２年７月２日～７月８日受付分
照　会　先

【企画課】
　課長補佐　矢田貝　泰之（内線３０１１）
　主査　　　　山田　   大輔（内線３０１６）
（ダイヤルイン　０３－３５９５－２３８９）
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ①

2 ①

3 ①

4 ①

5 ①

項番

要支援１及び要支援２の区分支給限度基準額を教えて欲し
いとのご照会をいただきました。

要支援１は4970単位、要支援2は10400単
位である旨説明しました。

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について、スプ
リンクラーの代わりに防火壁を設置した場合は交付金の補
助対象になるのかとの御照会をいただきました。

御照会につき、補助対象ににはならない
旨回答いたしました。

介護老人保健施設には、入所期間を３ヶ月以下とする規定
があるのかとのご質問をいただきました。

そのような規定はない旨説明しました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

（主な国民の皆様の声）

　法令遵守違反に関するもの

　その他

0

59

介護保険の住宅改修について、事前申請をせずに住宅改修
を行ってしまった場合に、工事内容に問題がなければ、給付
が受けられるようにするべきではないかとのご指摘をいただ
きました。

・介護保険の住宅改修については、利用
者保護の観点から、その方の身体状況や
住宅環境に応じた必要な改修内容となっ
ているか等を保険者が確認したうえで、実
際の改修を行う必要がある旨を説明致し
ました。
・貴重なご意見として承る旨説明致しまし
た。

対　　応
内　　容

概　　要

「特別養護老人ホームの設備及び運営に
関する基準」では、居室・静養室等につい
て三階以上の階に設けてはならないこと
の例外として、建物毎に、規定されている
特別避難階段等を設置することとしている
が、わたり廊下でつないだ場合に同一の
建物とみなすか、別の建物とみなすかに
ついては消防と御相談いただいた上で個
別に判断していただきたい旨回答いたし
ました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度の
改善等を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

特別養護老人ホームの新館を増設しようと考えている事業
者が、すでに本館で特別避難階段１と、屋外避難階段１を有
していて本館と新館を渡り廊下でつないだ場合に、新館にも
省令で規定する数の避難階段を新たに設けなくてはならな
いのかとの御照会を自治体の担当者さまからいただきまし
た。

　政策・制度立案への提言

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む）

4

11

部局（課室）名

照　会　先

来訪 電話

平成22年７月２日～７月８日受付分

0

手紙 FAX メール

1 200

国民の皆様の声・集計報告票

老健局

総務課企画官　　　　　藤原朋子（内線3911）
総務課企画法令係　　富永華子（内線3919）

国民の皆様の声
把握方法別件数

合計

7453
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分類

6 ①

7 ①

8 ①

9 ①

10 ①

65歳以上の高齢者（第１号被保険者）の
介護保険料は、市町村ごとに介護給付費
（介護サービス等に係る費用）の総額の見
込み等を基に、３年を通じて財政の均衡を
保つことができる額を設定している旨説明
しました。

概　　要

対　　応

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③政策・制度の
改善等を検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

事業者の方より、介護老人保健施設における退所時情報提
供加算で必要とされる診療状況を示す文書と退所前連携加
算で必要とされる診療状況を示す文書は、同一のものでよ
いのかとのご質問をいただきました。

同一の文書でよい旨説明致しました。

利用者が150人である特別養護老人ホームにおいて常勤医
師配置加算を算定するためには、医師は何人配置する必要
があるかとの御照会をいただきました。

常勤医師配置加算は、常勤の医師を１名
以上配置すること（入所者の数が100を超
える指定介護老人福祉施設にあっては、
専ら当該指定介護老人福祉施設の職務
に従事する常勤の医師を１名以上配置
し、かつ、医師を常勤換算方法で入所者
の数を100で除した数以上配置しているも
の）を要件としており、御照会の場合に
あっては100で除すると1.5人以上となる
が、端数分は非常勤の医師の配置でも差
し支えない旨回答いたました。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容

介護保険料が市町村ごとに異なるのはなぜかという質問を
いただきました。

介護保険料を1年分まとめて払うことはできないかという質問
をいただきました。

市町村ごとに対応が異なりますが、普通
徴収であれば、1年分の保険料をまとめて
納付することができる場合もある旨説明し
ました。

65歳以上の方の介護保険料は、世帯の
状況や課税・所得の状況等を基に各市町
村ごとに決定される旨説明しました。

65歳以上の介護保険料はどのように決まるのかという質問
をいただきました。
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①

3

①
④

4

①

5

①後期高齢者医療制度における一部負担金の割合の判定に当た
り、全労済の共済年金のように、自身の掛け金も含まれているも
のについても、全額を収入とされるのはおかしいのではないか。

一部負担金の判定に係る収入の考え方
について説明しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

お薬手帳を持ってもいないのに、調剤薬局でただシールを渡され
ただけで薬剤情報提供料が請求された。これを断れないのか。

薬剤情報提供料については、お薬手帳
にシールが貼られた時にはじめて算定で
きるものとなっている旨を伝え、患者さま
の求めがなく、ただシールを渡しただけで
は算定できないことになっていますと説明
しました。

国保から後期高齢者医療制度に移行するに当たり、保険料の支
払い方法が何度も変更になるのは税金の無駄使いではないか。

特別徴収の仕組みについて説明し、後期
高齢者医療制度廃止後の新たな制度に
おける保険料の徴収方法ついては御指
摘の点も含め検討を進めていく旨を説明
しました。

後期高齢者医療制度は廃止するのに、平成22年度の保険料が上
がるのはおかしいのではないか？

平成22年度の保険料は、平成21年度の
保険料と比較して、大幅に増加すること
が見込まれたが、剰余金の活用、財政安
定化基金の取崩し等の抑制策を講じ、大
幅な増加を抑えた旨を説明しました。

診療報酬明細書について、平成２２年４月１日からは、全ての病院
および医院に義務付けられたものと思っていました。
しかし、私が診察を受けた医療機関では、未だ「診療費の明細内
訳の発行」がなされていません。本件について、治療費の支払い
窓口で確認を行うと明細発行を希望する患者のみに発行している
と回答を受けました。このような対応を行っている医療機関は「法
令違反等」」には該当しないのですか。

電子請求が義務付けられた保険医療機
関以外の保険医療機関及び「正当な理
由」がある保険医療機関においては、明
細書の無償交付は猶予されているところ
でありますと説明しました。
また、
(１) 明細書発行機能が付与されていない
レセプトコンピュータを使用している保険
医療機関又は保険薬局であること。
(２) 自動入金機を使用しており、自動入
金機で明細書発行を行おうとした場合に
は、自動入金機の改修が必要な保険医
療機関又は保険薬局であること。
といった「正当な理由」をお伝えしました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 7

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 3

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 60

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 63 0 0 7 70

メール国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 保険局

平成２２年７月２日～７月８日受付分
照　会　先

総務課
成松課長補佐（内線３２１６）
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分類

6

①

7

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

難民認定申請中で１年以上日本に滞在する予定だが、「特定活動」の在
留資格で、６か月の在留期間を決定されている。１年以上の在留期間を
決定されないと国民健康保険には加入できないのか。

在留資格が「特定活動」であれば、活動の内
容及び期間を明らかにする資料を市区町村
に提出し、１年以上滞在すると認められれば、
加入できる旨説明しました。

直接支払制度を利用せず、被保険者が従来どおりの方法で保険
者窓口に出産育児一時金等の支給申請を行う場合、必要となるも
のはどのようなものがあるのか。

（１）保険者に提出する申請書（出産育児一時
金等請求書を含む）、（２）出生証明書等又は
戸籍謄本（抄本）、（３）医療機関等から交付さ
れる合意文書の写し、（４）医療機関等から交
付される領収・明細書の写し、以上４点が必
要となります。なお、保険者によって必要書類
が異なる場合があるため、詳細は保険者に確
認する必要がある旨回答しました。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①
③
④

2

①
④

3

①

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）
部局（課室）名 年金局

平成２２年７月２日～７月８日受付分
照　会　先

年金局総務課
　課長補佐　武内（内線3313）
　企画係長　占部（内線3316）
　（代表）03-5253-1111

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

15 1 0 0 23 39

メール

・年金担保融資の廃止は決まったのか。決まったとしたらいつ廃止
されるのか。年金担保貸付制度の存続をお願いしたい。
・民間の金融機関では年金受給者はお金を借りることができない。

・行政刷新会議において、年金担保貸付
制度は廃止という結論が出されたことは
厚生労働省として重く受け止めておりま
す。
・行政刷新会議においても言及されまし
たが、廃止するにあたっては代替となる
制度を整備する必要があることから、サ
ンプル調査を実施後、必要な対応策を講
じることとしています。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 19

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 15

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 5

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

なぜ、国民年金保険料は毎年あがるのか。なぜ、上がるのかが不
思議、その理由を国民に説明してほしい。また、年金をきちんと払
い終えた国民が6万円とかの支給で、払わずに生活が歳をとって
苦しくなり生活保護を受ける人が12万円もらえるのはおかしい。

「国民の皆様の声」に寄せられた御意見
を踏まえ、厚生労働省ホームページに国
民年金保険料の額の改定の仕組みを分
かりやすく説明する資料（「平成２２年度
の国民年金保険料について」）を掲載して
おります。
今後とも、「国民の皆様の声」を踏まえた
分かりやすい説明資料を作成するなど、
国民の皆様に十分御理解いただけるよう
取組を進めてまいります。
（参考）「平成22年度の国民年金保険料
について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/06/d
l/tp0617-1.pdf
なお、公的年金と生活保護は基本的な役
割や資力調査の有無などの仕組みが異
なり、一概に比較することは適当ではあり
ませんが、新年金制度創設に向けた貴
重なご意見として承りました。

今年で60歳で定年となる。現在まで長年に渡り厚生年金を払い続
けているが、44年間払い続ければ優遇措置があると聞いた。どの
ような内容かを教えてほしい。場合によっては会社側に継続雇用
してもらい、厚生年金44年間の支払いを達成したいと思う。

厚生年金保険の被保険者期間が４４年
（５２８月）以上あり退職している場合、６０
歳台前半の特別支給の老齢厚生年金に
ついて、報酬比例部分相当額に定額部
分相当額を加えた額が支給される制度で
あることを詳しくご説明し、具体的にご自
身がこの制度の適用となるか等について
は、年金事務所等に御相談いただくよう
お伝えしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。
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分類

4

①
④

5

①
④

6

①
④

7

①

現在、国民年金については、最低２５年以上の加入期間が定めら
れているが昨今は納付率の低下が問題視されている。そもそも納
付意志が無い場合は問題外にしても、現在、金銭的理由などで納
付困難な方も多くいると思う。過去２年間に遡り納付出来る事や、
減免を受けた期間については１０年まで遡れる事も承知している。
しかし、現在の社会情勢を鑑みて、その期限を撤廃されてはいか
がか。生活に余裕が生まれた時に、過去の未加入期間を解消され
たい方もたくさんいるだろうし、納付率の改善にも繋がると考える。
もちろん、遡りのペナルティーとして、多少の利息追加も必要だろ
う。多くの方が、恵まれた年金生活が出来るよう提案する。

受給資格期間の２５年を満たすか計算す
る場合、保険料を納付した期間のほか、
保険料免除期間も含まれます。国民年金
保険料をさかのぼって納付できる期間を
２年から１０年に延長する法案を今国会
に提出しておりましたが、第１７４通常国
会の閉会により、継続審議の取扱いと
なっております。なお、今回継続審議と
なっている法案で、さかのぼって納付でき
る期間を１０年としたのは、世代間扶養の
仕組みである年金制度において、本来毎
月納めるべき保険料をいつまでもさかの
ぼって納めることができることは適当でな
いことから、現行の保険料免除期間に係
る保険料追納期間との整合性も勘案して
設定しました。

老齢年金を受給する際に、働いていると所得によって年金の停止
があるそうだが、何故そのような制限を設けているのか。所得があ
ればそれだけ所得税を納税し、消費をすればそれだけ消費税を納
税するので税収があがるのではないか。働くことができてその意思
がある高齢者には働いてもらうべきではないか。

厚生年金はもともと退職して所得がなく
なった場合に支給するものであるが、退
職していなくても賃金が低い場合につい
て在職老齢年金として支給しているもの
であること、また、在職老齢年金は、厚生
年金保険が被用者相互の支え合いの制
度である中で、高齢者世代のうち、ある
程度の賃金を受けておられる方につい
て、賃金と年金額の合計額に応じて、年
金の一部又は全部を支給停止する制度
であることを詳しくご説明をしたうえで、新
年金制度の検討に向けて、貴重なご意見
として承りました。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

土曜日に「もしもしホットライン」から電話がかかってきた。
年金事務所から委託されて電話をしたというが、年金事務所の職
員が土日出勤して、電話をすれば良いのではないか。
業者に納付委託をするのはやめて、経費節減してほしい。

国民年金保険料の納付委託業務につき
ましては、業者に委託することにより、民
間のノウハウをとりいれることができ、国
や日本年金機構が実施するよりも、コスト
が安くすんでおります。
また、その業者の選定方法も一般競争入
札とするなど、経費節減をしております
が、今後も引き続き経費節減に努めてま
いります。

確定拠出年金（企業型）を実施する会社を辞めたが、個人型へ移
換するしかないのか。手数料を考えると個人資産額が減るのは分
かっている。また、運用の知識もないので確定拠出年金をやめた
い。
途中でやめられないのであれば、直ちに制度改正を行い、柔軟な
対応が取れるようにするべきである。

確定拠出年金は老後の所得確保を支援
する年金制度であり、通常の貯蓄とは異
なり、本人の意思により資産を途中で引
き出しできないことを前提としていることを
ご説明し、ご理解をいただきました。
また、制度改正については制度改正の際
の貴重なご意見として受け取り、上司へ
報告することで、ご理解をいただきまし
た。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。
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分類

8

①

9

①
④

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

第三者委員会において、自分の年金記録が非あっせんとなった。
厚生労働省が記録を調査して、記録の回復をしてほしい。
（ほか、第三者委員会に関する同様の意見要望が２件有り）

年金記録の回復に関し、国民の立場に
立って公正な判断を示すため、総務省に
第三者委員会が設置されています。
第三者委員会において、申立内容を十分
に汲み取り、様々な関連資料を検討した
結果、非あっせんと判断された場合でも、
新しい資料が見つかった場合は、再び第
三者委員会に申立ができることになって
おります。

妻の国民年金保険料の納付書（３月分）が６月２１日に送られてき
て６月３０日に納めたが、本日（7/6）民間の納付委託業者から保
険料は納められましたかと電話が有った。
期限内に保険料を納めたのに、民間の納付委託業者に、個人情
報が流れていることは容認できない。また、日本年金機構では、納
付委託業者に対し、いつの分の未納データを流すか、特にルール
化されているわけではないとのこと。
民間の納付委託業者に、納付している者の個人情報を流さないよ
う、納付書を発行してから○か月経過する者の未納データを納付
委託業者に渡すなど、きめ細かい配慮をしたルールを設定してほ
しい。

納付委託業者に提供する個人情報は、
納付督励を行ううえで必要となる国民年
金保険料の未納者情報に限定していま
す。
さらに取扱事業者に対しては「個人情報
の保護に関する法律」や本事業に係る委
託契約書、日本年金機構独自の取扱規
定等で、目的外使用や閲覧、漏洩、複写
等を禁じるなど厳格な安全管理を講じて
います。
また、納付委託業者に対する未納者情報
の提供につきましては、保険料が納期限
までに納付されない方を対象としていま
すが、行き違いで納付済の場合もあるこ
とから、納付のご案内に際しては、改めて
納付状況を確認させていただいていると
ころです。
ご案内に際して、不十分な説明とならな
いよう、日本年金機構を通じて納付委託
業者の指導に努めてまいります。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

5

①

国民の皆様の声・集計報告票（本省受付分）

部局（課室）名 政策統括官（労働担当）

平成２２年７月２日～７月８日受付分
照　会　先

室長補佐　黒澤　朗(7725)
総務係長　定政紀彦(7717)

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

0 6 0 0 0 6

メール

労働組合法において労働組合を１人で結成することは認められて
いるか。また労働組合法の英語訳はあるか。

労働組合法において労働組合は「団体又
はその連合体」と規定されているため、１
人では労働組合を結成できない旨を丁寧
に説明し、ご理解をいただきました。また
労働組合法の英語訳が掲載されている
「日本法令外国語訳データベースシステ
ム」についてご紹介しました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 6

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

労働契約承継法第２条の労働者への通知について、吸収分割契
約等の本店備置日や株主総会の招集通知日等より数日早く労働
者に通知しようと思うが、何か問題はあるか。

労働契約承継法及び指針の該当箇所に
ついて、丁寧に説明し、ご理解をいただき
ました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

複数の労働組合がある会社において、少数組合も労働協約を締
結することは可能か。

いわゆる少数組合でも会社との間で労働
協約を締結することは可能である旨を丁
寧に説明し、ご理解をいただきました。

中央労働委員会地方調整委員の推薦を求める官報公告の時期は
いつか。

地方調整委員の推薦を求める官報公告
の時期をお伝えしました。

会社分割を予定しているが、承継する業務に従事する労働者の労
働契約を承継会社に承継させず、分割会社から承継会社へ在籍
出向させることで対応しようと考えている。この場合、労働契約承
継法のどのような手続きが必要か。

労働契約承継法の該当箇所の解釈につ
いて、丁寧に説明し、ご理解をいただきま
した。
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分類

6

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

会社分割を予定しているが、賃金の支給水準などの労働条件も分
割会社から承継会社に承継されるのか。

「維持される労働条件」の範囲について
労働契約承継法の指針の該当箇所につ
いて丁寧に説明し、ご理解をいただきまし
た。

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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(参考）

本部分
 件  件  件  件  件  件  件

地方分
 件  件  件  件  件  件  件

合　計
 件  件  件  件  件  件  件

件

件

件

件

分類

1
①
④

2
①
④

3
①
④

4
①
④

5
①
④

3

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

遺族厚生年金を夫が受け取ることが出来るのは６０歳からに
なっている。家庭の状況によって、妻が主として生計を支え、
夫がその扶養になって家事や育児をしている場合もある。妻
が先に亡くなった場合に６０歳になるまで何も保障されないの
は納得できない。至急制度を改正して欲しい。

６０歳から６４歳までの老齢厚生年金について、性別によって
受給開始年齢が違う。男女平等の視点からすれば是正する
べきではないか。制度を改正して欲しい。

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

平成７年４月から平成１５年３月までの間に納付した賞与分
の特別保険料が年金額に反映していないと聞いている。保険
料を納めているのに年金額に反映しない制度には、納得がで
きない。

障害年金の請求について、遡って請求をするため、１０年以
上前の診断書が必要になる。病院には既に診療録を処分し
ており、診断書の記載が出来ないと言われた。このような場
合でも請求が出来るよう改善して欲しい。

現在、会社に在職中で厚生年金保険料を支払いながら年金
を受け取っているが、年金額の全額が支給停止になってい
る。保険料を支払っているのに年金が支払われない。このよ
うな在職老齢年金制度を廃止して欲しい。

国民の皆様の声
把握方法別件数

合計

0

91

35 342 25 0 43 0 445

32 46 12 0 1

354

国民の皆様の声・集計報告票

日本年金機構

サービス推進部
　お客様の声グループ長　　　高水　徹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  海野　崇
（代表電話）03－5344－1100  （内線 3177）

　政策・制度立案への提言

国民の皆様の声の
内訳（大分類） 　法令遵守違反に関するもの

　その他

0

平成２２年７月２日～７月８日受付分

0

3

メール

42

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む）

95

347

部局（課室）名

照　会　先

来訪 電話 地方自治体手紙 FAX

296 13 0

（主な国民の皆様の声）

項番
概　　要

現行制度の趣旨について詳しく説明
をしたうえで、貴重なご意見として承
り、厚生労働省へ伝える旨説明しま
した。

対　　応
内　　容
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分類

6
②
④

7
②
④

8
②
④

9
②
④

10
②
④

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

年金再計算（時効特例）による支払いが遅い。出来るだけ早く
支払って欲しい。（同様なご意見が14件ありました。）

複雑な事務処理に精通した職員の
集中配置、処理システムの機能強化
等により、事務処理体制の強化に取
り組み、早く支払いできるように努力
してまいります。

記載内容をわかりやすい言葉に置き
換えを行うとともに、お客様向け文書
モニター会議等において検討を行
い、記載内容をわかりやすくするよ
う、引き続き取り組みを行っているこ
とを説明しました。

事務処理体制の強化に取り組み、早
く事務処理できるように努力してまい
ります。

各種通知や案内について、内容がわかりづらいものがあるの
で、もっとわかりやすくして欲しい。

健康保険・厚生年金保険適用関係書類の処理や国民年金の
保険料還付金の支払処理が遅い等のご指摘をいただきまし
た。

年金事務所の電話がかかりにくい。（何度も電話をかけるも、
話し中でつながらない）

年金に関する照会等についてはコー
ルセンターにおいて対応している旨
の周知を図り、年金事務所への照会
電話の分散化等を図っております。
なお、お客様の声グループにご意見
をいただいたお客様については、折
り返し年金事務所から連絡するよう
対応いたしました。

年金事務所職員の説明が不十分、事務処理に時間がかか
る、態度やマナーが悪く、不愉快な思いをした。（同様なご意
見が38件ありました。）

事実確認を行った上で、必要な指導
等を行っていきます。
お客様の年金相談に対し、お客様に
プラスとなる「もう一言」を心がけま
す。
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